
平成２５年１月

宮 内 庁

平成２５年度歳出予算

政府案の概要について

（単位：百万円）

２４年度 ２５年度 比 較 増 △ 減

区 分

当初予算 政 府 案 金 額 率

皇 室 費 6,195 6,078 △ 118 △ 1.9％

（項）内 廷 費 324 324 0 0.0％

（項）皇 族 費 291 261 △ 31 △ 10.5％

（項）宮 廷 費 5,580 5,493 △ 87 △ 1.6％

（組織）宮 内 庁

（項）宮 内 庁 10,543 10,263 △ 280 △ 2.7％

皇室費・(組織)宮内庁の合計 16,739 16,341 △ 398 △ 2.4％

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

【増減の概要】

１ 内廷費は，前年同額である。

（皇室経済法第４条第１項，同法施行法第７条）

２ 皇族費の減は，皇族の薨去による減額分である。

（皇室経済法第６条第３項第４号及び第５号，同法施行法第８条）

３ 宮廷費の減は，主に営繕工事関係の減等によるものである。

４ 宮内庁費の減は，主に人件費の減等によるものである。



宮内庁関係予算の概要

（平成２５年度予算政府案）

（項）内 廷 費 ３億２千４百万円

天皇陛下並びに内廷皇族の日常の費用等(御手元金）｡

法律(皇室経済法施行法第７条)による定額。

（参考）皇室経済法 第４条

内廷費は，天皇並びに皇后，……皇太子，

皇太子妃…… 内廷にあるその他の皇族の

日常の費用その他内廷諸費に充てるものと

し，別に法律で定める定額を，毎年支出する

ものとする。

皇 室 費

（項）皇 族 費 ２億６千１百万円

６０億７千８百万円

皇族としての品位保持の資に充てるため，各宮家

の皇族に対し年額で支出されるもの（御手元金）。

（参考）皇室経済法 第３条 法律(皇室経済法施行法第８条)で定める定額に

予算に計上する皇室の費用は，これ 基づき算出される額。

を内廷費，宮廷費及び皇族費とする。 （参考）皇室経済法 第６条

皇族費は，皇族としての品位保持の資に充

てるために，年額により毎年支出するもの…

…とする。

その年額…… は，別に法律で定める定額

に基づいて，これを算出する。

（注）皇族が独立の生計を営む際，皇族の身分を

離れる際には，別途一時金が支出される。

（項）宮 廷 費 ５４億９千３百万円

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に必要な

経費。

（参考）皇室経済法 第５条

宮廷費は，内廷諸費以外の宮廷諸費に充て

るものとし，宮内庁で，これを経理する。

（組織）宮 内 庁

１０２億６千３百万円

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など



　

平成２５年度歳出予算政府案の概要

 （単位：千円）

平成24年度 平成25年度

当初予算額 政　府　案 金　　額 ％

  皇 　室　 費 6,195,234 6,077,616 △ 117,618 △ 1.9

　
　

（項）内　　廷　　費 324,000 324,000 0 0.0

　
　

（項）皇　　族　　費 291,275 260,775 △ 30,500 △ 10.5

　
　

（項）宮　　廷　　費 5,579,959 5,492,841 △ 87,118 △ 1.6

　
　

儀 典 関 係 費 745,777 716,918 △ 28,859 △ 3.9  

　 　

宮 殿 等 管 理 費 803,203 804,444 1,241 0.2

　 　 　

皇室用財産修繕費 1,911,536 1,452,257 △ 459,279 △ 24.0
坂下門改修工事，皇居大手
門・桔梗門間雨水排水改修ほ
か工事の終了等

　 　

皇居等施設整備費 1,788,345 2,173,871 385,526 21.6
新浜鴨場諸施設整備工事経費
の増等

　 　

文 化 財 管 理 費 203,326 216,700 13,374 6.6

　 　

車 馬 管 理 費 127,772 128,651 879 0.7

　
　
　

（組織）宮　内　庁 　

　

（項）宮　内　庁 　

　

　　人　件　費　等 10,543,444 10,263,463 △ 279,981 △ 2.7

国家公務員の給与の改定及び
臨時特例に関する法律を反映
させたこと等による人件費の
減等

　

16,738,678 16,341,079 △ 397,599 △ 2.4 　

    

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

区　　　　分
比 較 増 △ 減

備　　　考

皇 室 費･
　(組織)宮内庁合計



平成２５年度 機構・定員要求で認められた事項

増 員 １０人

皇室と共に継承されてきた伝統文化及び歴史的財産の

保存・継承に関する事務体制の強化 ４ など

（参 考）

減 員 ▲１７人


